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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 

の臨時的な取扱いについて（第５報） 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱い

については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基

準等の臨時的な取扱いについて」（令和 2年 2月 17日付厚生労働省老健局総務

課認知症施策推進室ほか連名事務連絡）等でお示ししているところです。 

本日、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の

臨時的な取扱いについて（第５報）」を送付いたしますので、管内市町村、サー

ビス事業所等に周知を図るようお願いいたします。 

 

  



問１ 都道府県等が、公衆衛生対策の観点から入所又は退所の一時停止、併設

サービスの事業の全部又は一部の休業等を要請した場合、介護老人保健

施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る

施設基準において、「算定日が属する月の前６月間」等の指標の算出に当

たって使用する月数に、その期間を含む月は含めないとする取扱いは可

能か。 

（答） 

可能である。 

 

問２ 介護老人保健施設が感染拡大防止の観点から特に必要と考えられるこ

とから、自主的に入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又

は一部の休業を行った場合、問１と同様の考え方でよいか。 

（答） 

貴見のとおり。ただし、入退所を一時停止する期間及び休業する理由を事前

に許可権者に伝えるとともに、記録しておくこと。 

なお、新型コロナウイルス感染の疑いや濃厚接触の疑いがない者の入退所に

ついては、地域の感染状況も踏まえながら従前どおり行うよう努めること。 

 

問３ 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス

事業について、市町村の判断により、「新型コロナウイルス感染症に係る介

護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」（令和２年２月

17 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡）等で

示されている、訪問介護や通所介護等に関する臨時的な取扱いと同様の取

扱いとすることは可能か。 

（答） 

可能である。なお、一般介護予防事業として、例えば、電話による健康状態

の確認や助言等の活動を実施することも可能であり、介護予防・生活支援サー

ビス事業によるサービスの提供が困難である場合には、一般介護予防事業によ

る支援も適宜検討されたい。 

 

問４ 居宅介護支援の退院・退所加算や（地域密着型）特定施設入居者生活介

護の退院・退所時連携加算について、どのような取扱いが可能か。 

（答） 

感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、病院等

の職員との面談以外での情報収集や電話・メールなどを活用するなどにより、

算定することが可能である。 

 



問５ 特定（介護予防）福祉用具販売について、年度内に福祉用具を購入しよ

うとしたものの、新型コロナウイルス感染症の発生の影響により福祉用具

の調達が困難であることを理由に、年度内購入ができない場合にも、柔軟な

取扱いは可能か。 

（答） 

新型コロナウイルス感染症の発生の影響により福祉用具の購入ができなかっ

た場合において、実際の購入が次年度であったとしても、特定（介護予防）福

祉用具販売計画などで年度内の購入意思が確認されたときには、年度内の限度

額として保険給付することが可能である。 


